
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が ん ば る 地 域 づ く り 補 助 金 

令和 7年度 東白川村 

東白川村では、創意工夫を活かした今までにない新しい事業に対して補助金

を交付し、活動を支援しています。 

補助額 最大 20 万円 

1 事業につき同年度内 1回、また 1事業につき 3回まで 

■元気な村づくり・地域づくりを進める団体の今までにない新しい事業 

■村が交付する他の補助金等の交付の対象とならない事業 

 

応募資格・要件 

■村内に活動拠点を有し、村・地域の活性化に寄与する団体 

■村内に活動拠点を有し、村・地域に明るさと元気を与える活動を行う団体 

■政治活動、宗教活動及び営利を目的としていない団体 

■事業の効果に公益性があり、広く村民に開かれている事業 

■村が交付する他の補助金等の交付の対象とならない事業 

 

 

 

申請方法 

申請を行う際は事前に総務課企画財政係に連絡してください。 

■申請書を提出後、審査会を行い。採択の可否を決定します。 

【申請書】 ・申請書 ・収支計画書 ・事業計画書 

■申請団体の方に審査会にてプレゼンテーションを行っていただきます。 

【審査員】村長、副村長、総務課長、担当係員、有識者 など 

みなさんの自由で新しい提案を募集中！ 

※裏面もご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象外経費 

■団体の事務所等を維持するための経費（家賃、光熱水費等） 

■団体の構成員に対する人件費、謝礼、食糧費、宿泊費等 

■他用途に転用可能な備品等の購入費、整備費等 

■その他適当でないと認められる経費 

※活動の安全に配慮することを目的とした飲料購入の食糧費は、補助対象の経費とします。 

 

 

 

TEL：0574-78-3111(内線 800) FAX：0574-78-3099 

E-mail：507soumu@vill.higashishirakawa.gifu.jp 

お問い合せ先：東白川村役場 総務課企画財政係 

実績報告 

事業完了後は、下記の書類を総務課企画財政係に提出してください。 

■提出書類 

①実績報告書 ②収支報告書 ③活動報告書 ④事業に係わる領収書等の写し 

⑤その他必要な書類 

採択された事業 

■事業名：地域 ICT クラブｂｒｂ（プログラミング教室の開催） 

 団体名：東白川情報通信教育協議会 

■事業名：戦後８０年「せんそうとへいわ」 

 団体名：読み聞かせボランティア夢風船 

■事業名：YOTTEKOYA2024（バイクイベントの開催） 

 団体名：YOTTEKOYA 運営委員会 

■事業名：草刈りなどの軽作業、高齢者の生活支援など村内での生活を少しでも良くする事業 

 団体名：東白川村労働者協働組合 

■事業名：山道の維持管理と村有化周知及び自然体験のきっかけづくり 

 団体名：東白川村 おやまとこやま 

以上を含む、９事業が採択されました。 
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